


業 者 特 定 理 由 書 

下記の理由により見積業者を特定することといたしたい。 

記 

１ 件  名  藻岩浄水場自動ドア修繕 

２ 業 者 名 フルテック株式会社 札幌支店 

（旧社名：寺岡ファシリティーズ株式会社）

３ 特定理由 

４ 根拠規定 

本修繕は、藻岩浄水場に設置している自動ドア（12 台）の駆

動部品の交換整備を実施し、機能回復を図るものである。 

対象の自動ドア装置は寺岡オートドア株式会社が設置した

ものであり、メンテナンスは上記業者に移管し行っている。 

当該業者独自の設計データ(機器の構造、動作システム等)及

び専門整備技術がなければ、本修繕に必要な部品の調達、組立

調整は不可能であるため、上記業者は本修繕を履行することが

できる唯一の業者である。 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号に該当

すると判断されるため。 


